
山梨県保育対策総合支援事業費補助金交付要綱 

 

 （通則）  

第１条 山梨県保育対策総合支援事業費補助金（以下「補助金」という。）

の交付については、山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則

第２５号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。  

 

 （補助の目的）  

第２条 この補助金は、別表で定める補助先（以下「補助事業者」とい

う。）が行う保育対策総合支援事業の実施に要する経費等の助成を、

予算の範囲内で行い、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。 

 

 （補助の対象）  

第３条 この補助金の交付対象事業は、補助事業者が保育対策総合支援 

事業（令和７年２月１３日こ成保第１２９号こども家庭庁長官通知、

令和６年１０月４日こ成保第８０５号こども家庭庁長官通知、令和６

年７月３１日こ成保第７２９号こども家庭庁長官通知、令和６年３月

５日こ成保第１２８号こども家庭庁長官通知、令和５年１０月１２日

こ成事第５２０号こども家庭庁長官通知、令和５年７月１４日こ成事

第３５６号こども家庭庁長官通知、令和５年３月６日厚生労働省発子

０３０６第９号厚生労働事務次官通知、令和５年１月１８日厚生労働

省発子０１１８第９号厚生労働事務次官通知、令和４年７月１４日厚

生労働省発子０７１４第３号厚生労働事務次官通知、令和４年２月４

日厚生労働省発子０２０４第４号厚生労働事務次官通知、令和３年１

２月１日厚生労働省発子１２０１第１号厚生労働事務次官通知、令和

３年７月７日厚生労働省発子０７０７第１号厚生労働事務次官通知、

令和３年２月２６日厚生労働省発子０２２６第１号厚生労働事務次官

通知、令和３年１月２２日厚生労働省発子０１２２第２号厚生労働事

務次官通知、令和元年１０月３１日厚生労働省発子１０３１第１号厚

生労働事務次官通知、平成３０年１０月１７日厚生労働省発子１０１

７第５号厚生労働事務次官通知、平成２９年８月３日厚生労働省発子

０８０３第２号厚生労働事務次官通知、平成２８年７月１２日厚生労



働省発雇児０７１２第１号厚生労働事務次官通知）に基づき実施する

次の事業とする。 

 （１）認可外保育施設の衛生・安全対策事業 

   「保育所等の質の確保・向上のための取組強化及び認可外保育施

設支援等事業の実施について」（令和４年３月３０日子発０３３

０第３号）の別添２に定める「認可外保育施設の衛生・安全対策

事業実施要綱」により、補助事業者が行う事業 

 （２）保育環境改善等事業 

   「認可保育所等設置支援事業の実施について」（令和７年２月６

日こ成保１０３号）の別添５に定める「保育環境改善等事業実施

要綱」により、補助事業者が行う事業 

 （３）保育士資格等取得支援事業 

   「保育人材確保事業の実施について」（令和６年５月３０日こ成

保第３１２号）の別添１に定める「保育士資格等取得支援事業実

施要綱」により、補助事業者が行う事業 

 （４）保育人材確保対策貸付事業 

   「保育士修学資金の貸付け等について」（令和６年１２月２７日

こ成基第２２３号）の別紙に定める「保育士修学資金貸付等制度

実施要綱」及び「保育士修学資金貸付等制度の運営について」

（令和６年１２月２７日こ成基第２２４号）により、補助事業者

が行う事業 

（５）保育士職場環境整備促進事業 

   「保育人材確保事業の実施について」（令和６年５月３０日こ成

保第３１２号）の別添６に定める「保育体制強化事業実施要綱

（以下この条において「国要綱」という。）」により補助事業者

が行う事業とし、事業の要件等は、国要綱に定めるもののほか、

次のとおりとする。 

   （ア） 保育支援者（国要綱に規定する保育支援者をいう。）

は、新たに都道府県又は市町村以外の者が設置する保育所及

び幼保連携型認定こども園（以下「保育所等」という。）に

配置された者とする。 

（イ） 補助対象期間は、保育支援者が新たに保育所等に配置さ



れてから新たに配置された年度の３月３１日までとする。た

だし、保育支援者が配置された年度の次年度以降に交付申請

をした場合は、交付申請をした年度の４月１日から翌年の３

月３１日までとする。 

 （６）医療的ケア児保育支援事業 

   「多様な保育促進事業の実施について」（令和７年２月１２日こ

成保第１１８号）の別紙３に定める「医療的ケア児保育支援事業

実施要綱」により、補助事業者が行う事業 

 （７）保育所等業務効率化推進事業（保育所等におけるICT化推進事

業） 

    「保育所等業務効率化推進事業（保育所等におけるICT化推進等 

事業）（うち、保育施設等におけるICT 導入状況等に関する調

査研究事業を除く））（令和５年度補正予算分）の実施につい

て」（令和６年２月１日こ成保第３３号）の別紙に定める「保

育所等業務効率化推進事業（保育所等におけるICT化推進等事

業）実施要綱」により、補助事業者が行う事業 

 

（補助の経費及び算出方法等）  

第４条 この補助金の補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。 

ただし、算出額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを

切り捨てるものとする。 

（１）第３条（１）及び同条（２）の事業について、基準額と、対象経

費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較し

て少ない方の額を選定する。 

（２）第３条（３）及び（７）の事業について、基準額と対象経費の実

支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の

収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。  

（３）（１）及び（２）により選定された額に補助率を乗じて得た額を

交付額とする。 

（４）第３条（４）の事業について、あらかじめこども家庭庁長官に協議し知

事が定めた額の範囲内を交付額とする。 

 



（実施計画書の提出） 

第５条 第３条（３）の事業について、補助事業者は、「保育士資格取得

支援事業実施要綱」５に定める、実施計画書及び確認書類を、受講開始

日の属する年度中または別に指定する日のいずれか早い期日までに、知

事に提出しなければならない。 

 

 （実施計画書の受理及び通知） 

第６条 知事は、前条の規定により実施計画書の提出を受けた際は、内容を確認

し、本事業の対象の可否を速やかに、補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式１による申

請書を別に指定する日までに知事に提出しなければならない。 

  

 （補助金の交付決定） 

第８条 知事は、提出された申請書の内容を審査し、補助金の交付を適当と認め

たときは、様式２による交付決定を行い、その旨を申請者に通知するものとす

る。 

 

（補助金の交付の条件） 

第９条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

（１）別表の種目の区分を超えて、事業に要する経費の配分を変更する場合に

は、知事の承認を受けなければならない。 

（２）補助金の交付決定後の内容の変更または中止（廃止）をしようとすると

きは、様式３による補助金事業変更・中止（廃止）承認申請書を知事に提

出し、その承認を受けなければならない。 

ただし、補助目的の達成に支障をきたさない事業計画の細部の変更であ

って、交付決定を受けた補助金の額の増額を伴わない場合はこの限りでは

ない。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になっ

た場合には、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。 

（４）補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに



事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円以上の機械、

器具及びその他の財産については、適化法施行令第１４条第１項第２号の

規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、知事の承認を

受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、

貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。 

（５）補助事業者は、（４）の承認を受けようとする場合は、様式４による財

産処分承認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

（６）知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、

その収入の全部又は一部を県に納付させることがある。 

（７）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了

後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的

な運営を図らなければならない。 

  

（状況報告） 

第10条 第３条（４）の事業について、補助事業者は、毎年度８月末現在

の事業の遂行状況を、別に定める様式により別に指定する日までに知

事に報告しなければならない。 

２ 知事は、必要があると認める場合には、補助事業者に対し報告を求

め、若しくは事業の施行について必要な指示をし、又は関係職員をし

て帳簿その他関係書類を検査させることができる。 

 

 （補助金の交付）  

第11条 この補助金は、補助事業完了後、実績に基づき交付する。 

ただし、知事が必要と認めたときは、概算払をすることができる。 

２ 補助事業者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、

概算払請求書（様式５）を知事に提出しなければならない。 

 

（完了報告書の提出） 

第12条 第３条（３）の事業について、補助事業者は、「保育士資格取得

支援事業実施要綱」６に定める、完了報告書及び確認書類を、対象者が

保育士証の交付または対象保育士が幼稚園教諭免許状の交付を受けた

後、勤務対象施設に勤務を開始した日の属する月の末日または別に指定



する日のいずれか早い期日までに、知事に提出しなければならない。 

  

（実績報告）  

第13条 補助事業者は、当該事業完了の日若しくは廃止の承認を受けた

日から起算して１箇月を経過した日または交付決定をした年度の翌年

度の４月１０日のいずれか早い期日までに、様式６による実績報告書

を知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第14条 知事は、実績報告書の提出を受けた場合には、報告書等の審査及び必要

に応じて行う現地調査により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交

付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合す

ると認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額の確定通知書

（様式７）により補助事業者に通知するものとする。 

２ 知事は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既に

その額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の

返還を命ずる。 

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限

内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じ

て年利10.95％の割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

（書類の保管）  

第15条 補助金に係る収支の状況を明らかにした帳簿及び証拠書類を整

備し、かつ、事業完了年度の翌年度から起算して５年間保管しておか

なければならない。 

  ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びそ

の従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価

５０万円以上の機械、器具及びその他の財産がある場合は、前記の期

間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第

１４条第１項第２号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間

を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。 

 



（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第16条 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が

０円の場合を含む。）には、様式８により速やかに、遅くとも補助事業完了日

の属する年度の翌々年度５月３１日までに知事に報告しなければならない。 

  また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入

控除税額を返納しなければならない。 

 

   附 則  

 この要綱は、平成２８年２月９日から施行し、平成２７年４月１日から適

用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年１月３１日から施行し、平成２８年４月１日から

適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年９月２２日から施行し、平成２９年４月１日から

適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３１年１月１７日から施行し、平成３０年４月１日から

適用する。 

   附 則 

 この要綱は、令和元年１１月２２日から施行し、平成３１年４月１日から

適用する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年３月１１日から施行し、令和２年４月１日から適用

する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年３月３１日から施行し、令和２年４月１日から適用

する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年６月１６日から施行し、令和３年４月１日から適用

する。 



   附 則 

この要綱は、令和３年７月１６日から施行し、令和３年４月１日から適用

する。 

   附 則 

この要綱は、令和３年１２月２１日から施行し、令和３年４月１日から適

用する。 

   附 則 

この要綱は、令和４年２月２５日から施行し、令和３年４月１日から適用

する。 

  ただし、第３条（７）（イ）については、令和３年１２月１日から適用

する。 

   附 則 

この要綱は、令和５年３月２２日から施行し、令和４年４月１日から適用

する。 

   附 則 

この要綱は、令和６年３月１８日から施行し、令和５年４月１日から適用

する。 

   附 則 

この要綱は、令和７年３月１７日から施行し、令和６年４月１日から適用

する。 

 


